
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要版 

2025 年度～2030 年度 

社会福祉法人 阿蘇市社会福祉協議会 

令和 7 年 3 月 

住 所  〒869-2301 阿蘇市内牧 976-2 

電 話 番 号  0967-32-1127  

FAX 番 号  0967-32-4940 

ホームページ  https://www.asoyamabiko.jp/aso/ 

E - m a i l  a-syakyo@aso.ne.jp 

 社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、阿蘇市地域福祉計画に

連動し、阿蘇市における地域福祉課題の把握や整理を行います。 

 そのため、現行事業を見直すとともに、関係機関や団体との連携による総

合的な相談・生活支援体制の確立を図り、地域住民による「誰もが安心し

て、安全で快適に暮らせるまちづくり」を社協の基本理念とし、その指針と

なるべき計画として「第４期阿蘇市地域福祉活動計画」を策定しました。 





誰もが安心して、安全で快適に暮らせるまちづくりを実現するため

に 

◆自分のことを自分でする 

自分の力で住み慣れた地域で暮らすために、介護予防活動に取り組んだり、

健康維持のために検診を受けたり、病気のおそれがある際には受診を行う

といった、自発的に生活課題を解決する力。 

・生きがいづくり 

・健康づくり 

・介護予防 

地域福祉活動を実践していくためには、住民、関係機関・団体、社会福祉協議会、行政

などがそれぞれに役割を果たし、相互に協力しあい、連携する必要があります。 

そのためには自助・互助・共助・公助の視点が大切です。 

・見守り 声かけ 

・助け合い活動 

・地域の行事やイベントの手伝い 

◆ボランティア活動 住民組織の活動 

家族、友人、クラブ活動仲間など、個人的な関係性を持つ人間同士が助け

合い、それぞれが抱える生活課題を、お互いが解決し合う力。 

◆介護保険や社会保険制度及びサービス 

制度化された相互扶助のこと。医療、年金、介護保険、社会保険制度など被

保険者による相互の負担で成り立つ。 

◆一般財源による高齢者福祉事業、生活保護など 

自助・互助・共助では対応できないこと（困窮等）に対して最終的に必要な

生活保障を行う社会福祉制度のこと。 

・介護保険制度 

・医療保険制度 

・社会福祉などの行政サービス 

・地域づくり支援 

自助 

互助 

共助 

公助 


